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 （注） 本書では、原則として、文部科学省が幼稚園教育要領において使用する「教師」「幼児」に 

則して記載していますが、内容により「子ども」や「児童」など表記を変更しています。 

また、幼保連携型認定こども園や保育所（園）に係る記載内容においては、「保育者」や 

「子ども」等、適宜、読み替えてご活用ください。 
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